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第 31 回大阪市市民活動推進審議会議事録 

 

１ 日  時 平成 29 年 11 月８日（水）午後２時 30 分～午後４時 21 分 

２ 場  所 大阪市役所 Ｐ１階 共通会議室 

３ 出 席 者  

《審議会委員》 

     生田委員、川口委員、古崎委員、豊嶋委員、永井委員、中川委員、 

     新川委員、久木委員、堀野委員、前川委員、増田委員 

   （50 音順） 

    《大阪市》 

    藤井市民局区政支援室長、橋本市民局区政支援室地域力担当部長、 

    出水市民局区政支援室地域政策担当課長、 

    渡邊市民局区政支援室連携促進担当課長、 

岩永市民局区政支援室地域政策担当課長代理 

４ 議 題 

(1) 提言（素案）について（部会からの報告） 

(2) 今後のスケジュールについて 

(3) その他 

 

○岩永課長代理 

 それでは定刻になりましたので、大阪市市民活動推進審議会を開催させていただきま

す。審議に入っていただくまでの間、進行を務めさせていただきます地域政策担当課長

代理の岩永でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 開会に先立ちまして、当審議会11名の定数のうち、本日11名の委員に御出席賜ってお

ります。委員の半数以上の出席がありますので、大阪市市民活動推進審議会規則第５条

第２項により、本会が有効に成立しておりますことを御報告申し上げます。 

 また、本会は行政運営の透明性の向上などを目的に、公開により運営することとして

おります。傍聴者の皆様方におかれましては、お示ししております傍聴要領の遵守事項

等につきまして、御理解、御協力をお願いいたします。本会議の議事録は公開すること

としております。議事録作成のために録音させていただいておりますので、御承知くだ

さいますようお願いいたします。 

 それでは、お手元に配付しております資料につきまして、御確認をさせていただきま

す。不備がございましたら、挙手をお願いいたします。資料１「多様な主体の協働に向

けた提言（素案）概要版」、資料２「多様な主体の協働に向けた提言（素案）」、資料

３「多様な主体の協働に向けた提言（素案）参考資料」、資料４「市民活動推進審議会

のスケジュールについて」、ございますでしょうか。 

 なお、参考資料として御用意しておりますピンク色のファイルの一番最後に、参考資

料20としまして、平成29年８月に策定しました「市政改革プラン2.0（区政編）」を追加

しておりますので、申し添えます。 
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 また、本日の審議会の運営について、おわびとおことわりを申し上げます。本日は、

大阪市会が開催されており、市会対応のため、一部職員が会議途中で入室、または退室

させていただく場合がございます。御迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 では、これよりは新川会長の進行により審議をお願いしてまいります。よろしくお願

いいたします。 

 

○新川会長  

 改めまして、皆さんこんにちは。 

 今日で、第31回になりますが、市民活動推進審議会、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議題、いよいよ私どもの提言の素案、大分まとまってまいりました。

今日は、この提言（素案）について、しっかり御議論いただきたいというふうに思って

おります。 

 そして、今日の段階で、ある程度まとまったものをパブリックコメント、そして、そ

れ以降、私どもの提言を固めていく、そういう作業に移っていきたいというふうに思っ

ておりますので、そのつもりで御議論をいただければというふうに思っております。ま

た、おおよそ２時間くらいを予定しておりますが、しっかりと御意見を言っていただき

ますように、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それでは、早速でございますけれども、提言の素案につきまして、これまで部会を通

じて、前回のこの審議会後、３回、部会を開いていただいたと聞いておりますけれども、

提言（素案）を取りまとめてきていただきました部会の委員の皆様方には、本当にお世

話になりました。ありがとうございました。改めて御礼を申し上げます。 

 この提言（素案）について、あらかじめお手元に届けさせていただいておろうかと思

いますけれども、内容を御紹介いただき、そして、委員の皆様から、改めて御意見をい

ただいてまいりたいというふうに思います。 

 大変恐縮ですが、永井部会長から報告をお願いできますでしょうか。 

 

○永井会長代理 

  皆さん、こんにちは。 

  部会を代表しまして、御説明を15分くらいでさせていただきます。あらかじめ、目を

通してきてくださっていると思いますので、ポイントになるところ、特に御議論いただ

きたいところなどを示していければと思っております。 

  冊子は資料２、資料３とございますが、資料の１の概要版の構想的な部分とポイント

を使って御説明申し上げます。 

  まず最初に、これは大阪市に向けた提言ですので、大阪市の現状と市民活動の現状と

いうことで、今回の提言では、データを引っ張ってくるようにいたしました。全てのデ

ータを網羅できているわけではないんですが、例えば、この資料１のⅠ、「大阪市の現

状と市民活動の現状」の枠の左側、「大阪市の現状」としまして、人口減少と少子高齢

化のことですとか、外国人人口の割合が政令都市の中でも多い点ですとか、単独世帯の
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割合が全国平均より高いとか、子どもを取り巻く環境、虐待に関することなどを含め、

課題があること、また、防災意識の向上の必要性、身近な地域住民のつながりの希薄化、

これは、都市に共通する課題だと思いますが、こういったことを抱えた大阪市というも

のを、データも参照しながら、読者と一緒にまず確認をいたします。その上で、こうい

った課題があるということは、そこの解決に向けて、それを行政か企業か、あるいは市

民活動団体、市民が、取り組んでいくということになります。それぞれ役割があります

ので、行政は行政、企業は企業、あるいは、市民活動団体は市民活動団体なりのことを

やるんですが、そういった取組の中で、市民活動の現状ということもまとめました。 

  こちらにつきましては、多様な主体の市民活動の地域に根差した活動、コミュニティ

ベースの活動もあれば、テーマ型の活動もございますが、それに参画する人たちの年代

や、あるいはお立場の動向などを、以前に行った調査から引用しまして、紹介をしてお

ります。 

  この中で、いろいろな大阪市の抱えている課題、これに対して、それぞれが取り組ん

ではいるんだけれども、問題が複雑化、多様化している現在におきましては、やはりそ

れを１単体だけで取り組むにはいろいろ限界もありますので、そういったことも踏まえ

て、連携協働というようなこと、マルチパートナーシップによる課題解決の必要性が高

まっていると、そのような論理展開の構築になっています。 

  まず、Ⅰのところで、「大阪市の現状と市民活動の現状」ということを確認した上で、

では、実際に取り組んでいる地域での事例、連携協働などの力を生かした取組というも

のを調査いたしました。これがⅡの「事例調査から見る地域社会の活性化に必要な環境・

要因」ということです。 

  この事例は、資料の３に当たる参考資料の中に詳細の事例が挙がってまいりますが、

そこから要素を抽出したものを提言の本編のほうにはまとめております。このあたりは

ページの33から35ということで、中間報告でも御確認いただいたことかと思います。 

  大きく五つの切り口でございます。好事例から見えてきた五つの環境としまして、「知

る機会」、「学び成長する機会」、「つながりが生まれる環境」、「活動が認知、顕彰

される環境」、そして、「活動状況に応じて適切な支援を受けることができる環境」と、

このような五つの環境に注目をいたしました。33ページから35ページで紹介しておりま

す。 

  活動者や協力者が生まれるためには、地域活動などの意義とか成功事例について「知

る機会」というのは重要ですし、「学び成長する機会」ということが必要だと。この学

ぶ、知るは、どちらが先かというのは、それぞれのきっかけはあるとは思いますが、そ

ういったことからステップし、関心が地域のこと、課題に広がり、つながっていきます。

活動者同士が知り合うとか、これが地域同士、あるいはテーマ型の市民活動団体、ある

いは地域課題に社会貢献として取り組もうという企業、いろんな方たちがつながってい

きながら、問題解決にマルチパートナーシップで臨んでいくような事例、これが「つな

がりが生まれる環境」。そして、活動が認知される、取組が、好事例が紹介されるとい

った認知、顕彰されるような、そんな機能も必要ではないかということです。そして、

活動状況が、より一歩、より一歩進んでいくように、適時なタイミングで支援が届く、
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そういう支援を受ける環境、このようなことを環境・要因として抽出いたしました。こ

のあたりまでは中間報告の中でも御議論いただいているかと思います。 

そして、新たに追加といいますか、いろいろ調べたことがございまして、Ⅲですね、

36ページあたりから、出てまいります。大阪市と民間が実施する、この上段の五つの環

境につながる現状の支援策というものはどういうものがあるかと。ここにつきまして、

調べたものを掲載しております。詳細については、参考資料のほうにもかなり細かく載

っているんですが、ここでは五つの切り口に合わせて紹介をしております。 

  これは、大阪市の市民局だけではなくて、例えば、市民活動やそういった地域課題に

なじみの深い福祉局とか教育委員会もありますし、都市計画局のまちづくりの観点です

とか、経済戦略局、そういった幅広いところで、市民活動推進に生かせるどのような施

策があるのかということをまとめている、ピックアップしております。あと、民間のほ

うにつきましては、全ては網羅できておりませんが、全市を対象にしているような取組

ということで、大阪市社会福祉協議会の取組ですとか、大阪ＮＰＯセンターの取組、そ

して、大阪市立大学の取組、そして、大阪市コミュニティ協会、それ以外にもＣｏｄｅ 

ｆｏｒ ＯＳＡＫＡですとか、１００人会議とか、大阪市の全域にまたがって、この五

つの切り口で取り組まれていると認識しているものをいくつか取り上げています。私ど

も大阪ボランティア協会のことも掲載させていただきました。主に部会のメンバーなど

が取り組んでいるものが紹介されています。 

こういった施策から、概要版の、１ページ目の下のところですが、大阪市も民間もそ

れぞれの立場から市民活動の支援を行っているということを御確認いただきまして、た

だ、これで十分かという点がございますので、ここからさらに必要な視点は何なのかと

いうことに導きたいという構造になっています。 

  活動者や支援者にもこれをご覧いただくことで、地域に取り入れていただくとか、あ

るいは使っていただくということを期待しております。 

  そして、概要版の裏面にいきますけれども、この点が特に今日御議論いただくポイン

トになろうかと思います。 

  Ⅳとしまして、「今後取り組むべき課題と支援策」です。 

  これは、構造的には、大阪市の現状、市民活動の現状からいきまして、好事例、ある

いは連携マルチパートナーシップによる取組が進んでいる具体な事例から、五つの環境

を紐解き、そういったことを推進する現状の施策が、行政、そして民間とどう取り組ま

れているか。これの足りないものとか、あるいは既にやっているものをさらに力をかけ

てやらんといかんぞということが論じられたらいいんだろうというふうに考えており

まして、まとめました。ページとしましては、49ページあたりから、この裏面のところ

を紹介しています。 

  こちらにもかなり細かく抽出していますが、「市民活動の充実に向けた課題」としま

して、二つ上げております。市民活動に関心はあるけれども、参加したことのない層に

参加していただくと、担い手なり、参画者を広げていくということを表しています。 

  そして二つ目ですね、支援策はあるが、適切なタイミングで必要とする情報等を得る

ことができる環境が充実していない。ないわけじゃないけども、それが届いていないと
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か、いいタイミングで得られていないとか、そういったこともあるのではないかという

点に注目をいたしました。 

  そこで、活動の活発化に向けた支援策としまして、50ページから、提案といいますか、

提言に向けたものをまとめております。 

  まず、「活動の活発化に向けた支援策」としましては、大きく二つ。「活動上の課題

解決に向けた支援」ということで、組織運営スキルの不足を解消していくようなサポー

ト、そして、この概要版の丸の二つ目ですが、「市民活動への参加の促進に向けた支援」、

これは担い手、あるいは参画者が不足することを補うような、支援するような施策です。 

  それぞれに細かな点を書いていますが、少しだけ触れますと、「活動上の課題解決に

向けた支援」組織運営のスキル不足のところは、主に支援のターゲットとして、活動上

に課題を抱える市民活動団体や地域活動協議会などを想定しておりますけれども、ア、

「活動上の課題解決に役立つ情報の収集・発信」では、わかりやすく発信して、あるい

は、そういったことに出会える場のような、このようなものが必要であるということを

申し上げています。 

  そして、この組織運営スキルのところでは、ただ、場所づくりやわかりやすく発信す

るだけでは、なかなか適時のタイミングでそれを引き寄せられない当事者団体もありま

すので、イ、「寄り添い型のサポート」というのは、適時のタイミングで寄り添って、

適切な支援をするということです。団体の活動状況に応じて必要だろうということで、

寄り添い型のサポートという言葉を選びました。 

  この支援策のうちの「市民活動への参加の促進に向けた支援」担い手不足のほうに対

しては、アからカまで、六つのことを挙げております。ア、活動への参加を求める前の

段階の工夫、これは、活動に参加してもらうためには、参加の前に関心を持つとか、一

歩進めるということはとても大事で、これは層を広げるためには外せない部分であると

考えております。この提言で、いろいろ事例などを研究してみたところ、結局のところ、

意外とアナログといいますか、知人に誘われることが、有力なきっかけであるというこ

とが、好事例、あるいはマルチパートナーシップで取り組んでいる事例の中でも浮かび

上がってきました。それって別に新しくないですが、でも、これがやっぱり大事だとい

うことでこの提言の中で申し上げることはとても重要ではないかと、自信を持って書い

ております。その前の段階として、丁寧に働きかけていったり、機会をつくっていくこ

とは、地域活動協議会にしましても、あるいは市民活動団体にしましても、あるいは行

政の立場にしましても、大事だということを伝えたいと思います。 

  丸の二つ目のアでちょっと力説してしまいましたが、それ以外にもそういったことを

充実させながらも、そこからまた次につながる、イ、参加につなげるための工夫、です

よね。何か関心を持っても、担い手として取り込まれそうだ、離してもらえないんじゃ

ないかという不安ですとか、あるいは、続けられるだろうかという、そういった心配で

踏み切れないということも、声としては挙げられていますので、見学とか体験のような、

少し半身で入ってみるような、そんな機会なんかも提案しておりますし、ウ、活動内容

と参加方法、これは、どういう内容で、これに参加したら、どんな成果が生まれるのと

いうようなことも、わかりやすく伝えながら、参加の入り口を示していくということで
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す。 

  また、エ、参加形態の工夫ですね。長時間、継続してくださると地域や市民活動団体

としてはうれしいですけども、でも、何か最初の一歩の不安とか、活動を続けられるか

という心配があるわけですから、短時間でまずやってみませんかというような参加形態

の促しですね。あと、楽しいこともあるよということの要素も示していく。難しい問題

を、危機感を単にあおっていくだけじゃなく、その楽しさも要素としているんじゃない

かと思っております。 

  オ、募集方法の工夫ですが、参加方法でも、知人の声かけや友人に誘われるのが有力

なきっかけと申し上げましたが、それでもやっぱり幅広く伝えていくためには、ＳＮＳ

ですとか、インターネットの力も使い、そこに行ってみたいなと思う楽しさの要素も示

していく。風景が見える写真とか、そういうものも、視覚的な材料も入れていく、そん

なことを書いております。 

  あと、カ、取組内容の見直しですね。一度始めたら、ずっとやり続けなければいけな

いというものではなく、ＰＤＣＡと申しますか、適時、見直しをしながら、やっていく

ことで、肥大化しやすいというか、膨張しやすい活動も、どこかでゴールを決めながら

終了させて、新たなことに取り組むということをしていくと、担い手が限られていても

新しいことにチャレンジできて、当事者も楽しいというか、頑張れるんじゃないかと。

そのようなことを書いているのが支援策の部分でした。 

  続いて、今回の提言の中で託されたことの中に、連携協働が進むという、その支援策

についても大きな宿題をいただいておりました。 

  こちらは、「連携協働に向けた支援策」として、資料２の53ページあたりからまとめ

ておりますけれども、先ほど申し上げた五つの環境、これに照らし合わせて、どういっ

た支援が必要かということをまとめております。 

  ①「知る機会につながる支援」は、ターゲットに届く手法、媒体、おもしろそうと感

じられる要素も含めて工夫が必要ということ。イ、ＩＣＴ、マスメディアを活用した情

報発信の充実、この中には、マスメディア、大阪にはキー局になるようなテレビ局です

とか、新聞社も多くございますので、そういったテレビやラジオ、あるいは、ローカル

メディアも生かしながら、何か連携できないかということを書いております。知る機会

のウ、連携協働につながる情報の充実は、連携協働のメリットといいますか、どういう

プロセスを経て、どんなメリットがあるのかという、関わって、お互いＷｉｎ－Ｗｉｎ

になるというようなことを示していくことが必要なのではないかということです。 

  続いて、②「学び成長する機会につながる支援」のところでは、ア、連携協働の取組

に関する知識、オープンなスタンスでということを強くここでは申し上げて、イ、協力

者を得ることができる活動の見せ方では、ＫＧＩやＫＰＩなど、そういった取組の目的

とか、あるいは概要、成果などを見やすくすることで、事業所や企業の皆さんにも連携

協働の参画の検討のポイントが伝わりやすくなるのではないかというようなことを書

きました。 

  ウ、連携協働に必要なスキルのところは、合意形成の多様な主体、文化の違う人たち

が集まりますと、それぞれに決め方、物事の諮り方、文化も違うことから、この合意形
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成スキルのようなものも必要になってくるというようなことを書きました。 

  ③「つながりが生まれる環境につながる支援」なんですが、ア、「つながりをつくる

こと」を目的とした場の設定、これは、顔を合わせて知り合うことから始まるというこ

とは、別に新しいことではないんですが、そこを改めて示して、場をつくることの重要

性を示し、そこを支援することの大切さを申し上げております。イ、興味を引く工夫、

「おもしろそう」とか「生活をする上で便利だよ」、「大事だね」のようなことが伝わ

る工夫ですね。ウ、交流の場づくりへの支援、これはテーマ型にラウンドテーブルを持

つとか、あるいは、ＩＣＴの専門家と何か地域課題をつなげるとか、そういった組み合

わせといいますか、そういったことの仕掛けのような視点を書きました。エ、「場所」

に関する支援というのは、物理的な場についても大事だねということでございます。 

  ④「活動が認知・顕彰される環境につながる支援」のところなんですが、これは、ア、

イ、ウと書いておりますが、認知・顕彰の効果というのは、社会にやっぱりこういうこ

とが必要だねということを示してくださるものになりますから、社会にとってどんなイ

ンパクトがあるのか、効果があるよということで、この顕彰ですとか、認知が広がると

いうことには重要な意味がありますし、認知・顕彰する機会をつくり、好事例に光を当

てるということが推進策としては必要ではないかと考えました。ウにありますように、

既にある表彰等の機会の集約的な公表があれば、メディアの目にとまりやすいとか、あ

るいは拡散していく、ＳＮＳなんかを使って知らせていくときにも使いやすいねという

ようなことを書き込んでおります。 

  ⑤「活動状況に応じて適切な支援を受けることができる環境につながる支援」という

ところでは、アのところにストーリーや戦略を持つと、そのストーリー性、物語が見え

るというようなことを書かせていただき、イのところでは幅広い知識や情報を習得でき

るようなそういうような支援が必要だということです。 

  このように連携協働に向けた支援策を五つの観点でまとめました。これにつきまして

は、行政がこうしないといけないとか、あるいは、民間はこうしないといけないという

ような書き方はしておらず、それは、どちらも、とにかくやっていくし、もしかしたら、

支援策について、行政と地域団体、市民活動団体が連携協働をしながらやっていくこと

だってあるわけですので、そういう観点でまとめております。 

  最後、「地域におけるネットワーク形成のあり方」としまして、57ページですけれど

も、こちら、三つのポイントにまとめさせていただきました。 

  非常に大事なので、読み上げますが、「連携協働促進のかなめとなるネットワークの

形成」としまして、地域の多様な活動主体が協力し合って、地域課題に取り組むように

なるには、地域にエリアやテーマを軸にしたさまざまなネットワークが形成されている

ことが効果的です。組織に参加するだけじゃなくて、プロジェクトチームとか、そうい

ったことなんかも含めて、ネットワークというのを少し広義に捉えてございます。 

  あと、「プラットフォーム機能の充実」ということで、ネットワークにおいては、特

定のテーマや当該エリアを超える課題、取組の方向性等について共有し、話し合うとい

ったプラットフォーム機能を充実させていくことが重要。こちらも、組織の中もあるで

しょうし、実行委員会形式とかプロジェクト型というようなことのプラットフォームも
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含めて、広い意味で捉えております。 

  そして、三つ目、最後になりますが、「プロジェクトベースの取組の促進」、あらゆ

る取組をネットワークに所属する全ての団体で実施すると、どうしても、その年間計画

に縛られたりとか、組織の意思決定が重たくなったりとか、スピード感が出てきません

ので、ここはその団体だけで実施することに固執せず、取組ごとにプロジェクトチーム

を組んで、少し動きやすい組織論ということも取り入れてはどうかというようなことで

申し上げています。よりそれが機能的、効果的に取組が進むと、問題解決も早く進むと、

そのようなことで、最後のネットワーク形成のあり方につきましても、三つの視点でま

とめたと、そのような形です。 

  とても走った形になりましたが、概要版を使って、ポイントになるところ、申し上げ

ました。とりわけ、最後のⅣのところですね。ここの支援策、課題と支援策のところな

どは、ぜひ御意見を頂戴したいと思います。 

  以上です。 

 

○新川会長 

  永井会長代理、本当にありがとうございました。ご覧いただいて、おわかりのとおり、

私どもがこれまで議論をしてまいりました、まさにこれからの市民活動を活発にしてい

く上での本当に重要なテーマ、一つ一つの団体がさらに活発に、そして、それを支え、

また、活動の質や量というのを大きく飛躍させる協働ということも大きく視野に入れた

提案をいただいてきたかと思います。 

  さて、ここからの進め方ですが、少しだけ御相談がございます。 

  まずは、こういう形で部会での御議論を、これまでの当審議会、そして部会での議論

を踏まえて、取りまとめていただきました。できれば、今日の段階で、一定の私どもの

方向性として、パブリックコメント等の手続に進ませていただきたいというふうに思っ

ております。 

  そこで、まず最初に、委員の皆様方から、一渡り、この提言の素案、特に、会長代理

からもございましたけれども、市民活動の充実に向けた課題や、そして、その「活動の

活発化に向けた支援策」、そして、「連携協働に向けた支援策」、このあたりについて、

ぜひ御意見をいただきたいということもございましたので、各委員から順番にお一人ず

つ御意見をいただいて、そして、その後、いつものように自由に御議論をいただく、そ

んな時間をとりたいと思っておりますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますで

しょうか。 

 

○永井会長代理 

  御議論の前に、言いそびれたことが１点あって、この提言に対するタイトルをつけさ

せていただきました。新川会長に、キーワードをいただき、事務局と相談して、私のほ

うもこれがいいんじゃないかなと考えましたが、このほうがいいんじゃないかというこ

とがございましたら、ぜひ、おっしゃってください。 

  仮称ですが、タイトルが「多様な主体の協働に向けた提言」で、サブタイトルとして、
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「活動を活性化し次のステージへ進むための手がかり」と、そのような形にいたしまし

た。 

 

○新川会長 

  ありがとうございます。これも、いろいろと御意見をまた、いただければというふう

に思っております。 

  それでは、恐縮ですが、まずは各委員から一言、この素案について、御意見、特に支

援策、課題や支援策といったようなところを中心にしていただけるとありがたいのです

けれども、まずは一人ずつ御意見をいただいて、その後、フリーに発言をしていただき、

中身を詰めていきたいというふうに思っております。もちろん、提言の表題といったよ

うなところもまた、後ほど御意見をいただければというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  さて、どういう順番でいきましょうか。とにかくみんな当たるので、どこからでも構

いませんが、私から言ってあげましょうという方がいらっしゃれば。 

  じゃあ、生田委員からいきましょうか。大丈夫ですか。 

 

○生田委員 

  生田でございます。 

  永井副会長を始め、部会の皆さん、市民局の皆さんのお力でかなりきれいにまとまっ

ていると思っております。 

  実際に活動を既にされている方、活動を始めてみたけど、まだどうしたらいいかわか

らない方、あるいは、まだ活動を始めていない方、そして、そういった活動を支援され

ている方とか、いろんなターゲットがあるなという議論をしていて、それぞれに使って

いただけるような内容を網羅しているというところがポイントかと、個人的には思って

います。今後、考えていく上で、この提言、特に支援策一覧というのが結構、部会メン

バーみんなで情報を持ち寄ってつくったんですが、これが将来的に、実際活動されてい

る方にとって役立つものになるようにという願いもあります。いろんなものを持ち寄っ

て、当初は多過ぎるから、もう少し減らしてもという話もあったんですが、ほとんど減

らさずに、かなり入れております。 

  ただ、実際、活動を始めていらっしゃる方から見ると、逆に選択肢が多過ぎるという

のが、選びにくいかもしれない。この提言書ではいいと思うんですけど、実際、顕彰活

動とかも含めて、いろんな支援策に関して、例えばお勧めみたいなものをつけるとか、

それは年によって変わっていっていいと思うんですけど、お勧めみたいなものをつけて

いるほうが使いやすいと思います。レストランのメニューでも、シェフのお勧めってつ

いているほうが、注文が促進されるという理論もありますけど、そういった意味で、支

援策のお勧めみたいなものを、いろんな活動団体をＳＮＳ、ＩＣＴ上で載せていく段階

で、一覧でばっと載せるんじゃなくて、少し工夫をして載せたほうが、より使いやすい

のかなというふうに思っています。 

  ただ、こうやって網羅するというのは非常に大事かなと。恐らく、部会メンバーも、
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ここまで網羅されているものは見たことないと思いますので、それはすごい刺激になり

ました。よかったと思っています。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  それじゃ、川口委員、お願いします。 

 

○川口委員 

  部会の皆様、お疲れさまでした。 

  提言自体は、特に、私はもうこれで十分な内容なんじゃないかなというふうに感じて

おります。 

  今後、この提言をパブリックコメントされるというところだと思うんですけれども、

何か世の中に提言ってたくさんあると思うので、じゃあ、このせっかくまとめたものを

どう活用していくのかというところも、もうちょっといい方法が浮かべばいいなと思い

つつ、２番目で、まだ何も浮かんでいないんですけれども。 

  また、浮かんだら言えたらなと思うのと、あと、さっき生田委員もおっしゃっていた

だいた、参考資料にたくさん使えそうだなみたいなものも、私も見ていて、思ったんで

すけれども、やっぱり提言の問題となってくるのが、提言を出してから、ちょっとずつ

年代が重なっていくと、また、この内容って、アップデートを随時していかなきゃいけ

ない内容だと思うので、そういう意味で、市民局のほうで何か、ポータルサイトとかつ

くっていらっしゃったので、そういったところとリンクしながら、そして、検索機能と

かもあるので、そういうのでこの提言に沿った形で知る機会、学び成長する機会という

１から５のステップをそのサイトに組み込むような形にすると、提言を生かした形にな

ってくるんじゃないかなというふうに感じました。 

 

○永井会長代理 

  ありがとうございます。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  そうなんですよ。提言の支援のメニュー、あるいは、いろんな各団体の活動のデータ

や、こういうのを本当にそのとき、そのときにきちんと使えるものにアップデートする

のはとても大事ですよね。そこはちょっと工夫が要るかもしれません。 

  すみません、じゃあ、古崎委員、よろしくお願いします。 

 

○古崎委員 

  今の流れを先に受けて、今の市民局のポータルサイト、かなり頑張ってつくっておら

れて、団体の情報は既に整備されて、検索とかできるようになっているんで、あともう

一歩は、表紙の見せ方と、そこを工夫すると、見やすくさらになっていくので、そこを
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うまく活用するというお話と、今回のこういう提案自体、この分厚い資料を見るたびに、

これ全部見るのは絶対無理だよなと思うわけなんで、その辺に関しては、せっかく集め

られた資料を、恐らくＰＤＦでアップして、パブリックコメントしてねという話になる

と思うんですが、それは初期段階はそれでいいとしまして、せっかくこれだけフォーマ

ットとかつくったので、ちょっと具体的にどれくらい労力とか予算化できるかによるん

ですが、せめて支援策ですとか、具体事例とかはアップデートできるように、さっきの

ポータルに組み込んでいくようにして、添付化しないようにするとか、この提言も、概

要と詳細と参考資料と、恐らくページを繰りながら見るって、すごい大変なので、そこ

をせめてハイパーリンクでつないで、見やすくするとかというような情報発信の使い方

はいろいろあるので、そこはできたら、見る人が大部見やすくなるんじゃないかなとい

うふうに思います。 

  あと、支援内容のほうでも、何カ所かＩＣＴのところを使ってという話があると思う

んですが、もちろん、今言ったような情報発信のところや情報収集のところで、今活用

しない手はないので、そこをするという話と、あと、提言のお話にもありましたように、

小さく口コミで来るというのは非常によくわかる話なんですが、年代が若くなるにつれ

て、お母さん方になるにつれて、口コミと言えども、ネット経由の口コミとか、その辺

のうまくバランスをとっていくというのが、現場の人とかに温度差があるので、その辺

をうまく入れればいいかという話と、あと、ＩＣＴ化という点から、提言の中に含まれ

ていないなと思っているところは、結構いろんな団体が、いろんなことをされていて、

すごい事務作業的なところでも、こんなんちょっとパソコンを使えばできるというのが

あると思います。 

 

○永井会長代理 

  事務の効率化とか軽減とか。 

 

○古崎委員 

  うちはＩＣＴ関連の団体なので、そのとおりやっているんですが、それが苦手なとこ

ろとかあると思うので、そういう、ただでさえ担い手がいなくて、時間がないところな

ので、そこをうまく入れていくというのが入っていると、将来的にいいんじゃないかな

というふうに思いました。 

 

○永井会長代理 

  そのとおりですね。 

 

○古崎委員 

  以上です。 

 

○新川会長 

  はい、ありがとうございました。 
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  それじゃあ、豊嶋委員、お願いします。 

 

○豊嶋委員 

  今回、この説明していただいたのは、すごい網羅されていて、すばらしいと思うんで

すけれど、私もこれをどのように生かせばいいのかなというのがあります。発想として、

具体的にまだつながってこないというところで、自分が今、地域でかかわっているいろ

いろなボランティア活動に関して、例えば、地域活動協議会であれば、その会議は小学

校の会議室を使わせていただくとか、区の取組に関しては区民センターを使わせていた

だき、活動をしているんですが、小学校も今、ちょっとこの提言の内容とはそれるんで

すけれど、どんどん少子化による統廃合が進んで、地域の活動拠点が減っている。あと、

コミュニティ協会も、毎年入札制度になって、企業が入っている区もありますよね。そ

ういう部分で、支援団体であるとか、あるべき学校の部屋がなくなるとかっていうこと

は、もうこの幾ら提言をしたとしても、拠点がなくなると、ちょっと成り立たないかな

と思うんですね。 

  あと、老人憩いの家を管理してくださる方の報酬も年々落ちてきて、なかなか、じゃ

あ今、ボランティア精神で引き続きやっていただいている方がおやめになって、次の方

にといったら、そんな少額のボランティアではちょっと引き受けられないとかっていう

問題も出てきて、なかなか憩いの家の活用もしづらくなっていくような現状があるので、

ちょっとそういう活動を促進するための母体になるような場所の安全な確保というん

ですか、健全な確保というんですか、というのをまずしていただけなかったら、なかな

かこの活性化していくことの障壁になるんじゃないかなというふうに感じます。以上で

す。 

 

○新川会長   

ありがとうございました。 

  生田委員からもありましたが、やっぱり幾つかのお勧めモデルみたいなものを考える

のと、それから、そういう活動をやっていくときの、いわばコアになるところ、基本的

に支えるところというのを、具体的にどういう形がいいのかの議論がありますが、そこ

のところをしっかり支えさせるということで御意見いただきました。 

  このあたりも、今後、大きな課題かなというふうには思いながら聞いておりました。 

 

○生田委員 

  56ページのエのところに場所の話があり、部会で議論させていただいております。   

 

○新川会長 

  部会で場所について、議論したということですので、永井会長代理から、もし何かあ

れば。 

 

○永井会長代理 
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  場所がやっぱりあるから、人が寄って、集えてとなります。それはインターネット上

もそうなんでしょうね。アナログでもきっとそうで、両方そうだと考えています。 

  ただ、その今豊嶋委員の御意見は、それを安全に地域で行きやすいところに確保して

いく、それが、環境がちょっとずつ変わっていっているということについての問題意識

ですね。 

 

○新川会長 

  どういうふうに支えていくか。 

  あるいは、当然、名前とか形が変わっていっても、それをきちんと継続していくよう

な、そういう仕組みを本当は市民活動としてもつくっていかないといけないかもしれま

せんね。 

 

○永井会長代理 

  そうですよね。 

  何か企業にしても、大学にしても、その地域の公共的な財産以外のところでも、やっ

ぱりその地域貢献するときに一番やりやすいのって、物理的な場を開くというか、そこ

を貸して差し上げるというか、ということもあるので。 

  そういうところも、貢献というところでうまく、その少なくなっていく環境を支えて

くださると、それこそいい地域での支え合いになるのかなと思います。 

  うまく入れられるかな。入れてみたいと思います。 

 

○新川会長 

 それでは、中川委員。すみません、お願いします。 

 

○中川委員 

  中川です。 

  私も部会のメンバーですが、ほかのメンバーの方に、いろいろお世話になって、あり

がとうございました。 

  私は、読みやすい、わかりやすい簡潔な文章に、できるだけなるようにというような

意識から、提言書を見てきたところです。 

  それと、私ども、社協が携わっている支援策も掲載していただくことができまして、

本当にうれしく思っています。 

  地域活動を発展させていくために、現実を見ていますと、いろんな講師の方を招へい

して講習会とか勉強会とか学習会とか開いても、なかなか動員をかけないと定員という

か、会場がいっぱいになったりしないという現状があるわけです。高齢者に限ったこと

になるかもわかりませんが、例えば、介護予防につながる体操とか、あるいはレクリエ

ーションとか、そんなことを開催しますと、本当に自主的に多くの方が集まってきてい

ただいて、うまくいけば、それが自主運営に結びついていくというようなことも、よく

事例としてお聞きするわけですけれども、部会で、現場にも行かせていただきましたが、
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そういう取組の始め方というのは、すごく効果があるんじゃないかと思います。 

  まず、ひとまず、仲間づくりとか、横のつながりをつくって、みんなが知り合いにな 

って、それでみんなで地域のために何かしよう、お互い助け合う活動をしよう、そうい

うことを働きかけていく、中間支援組織みたいな、そういう存在が必要なのかもわかり

ませんけれども、回り道かもしれませんが、そういう方向でも地域活動が発展していけ

ばいいなというようなあたりも、この提言から読み手の方に読み取っていただければい

いんじゃないか、そういうふうに思っています。以上です。 

 

○新川会長 

  どうもありがとうございました。 

  それじゃあ、堀野委員、よろしくお願いします。 

 

○堀野委員 

  私も部会の委員をさせていただいたので、いろんな意見をその中でお伝えして、反映

していただいております。ありがとうございます。 

  今、おっしゃっていた中で、部会の委員に入っていながら、中間支援組織のアピール

は余り書いてなかったなと、今ちょっと後悔していまして、要は、このタイトルを考え

たときに、誰が多様な主体の協働を促進していくのかということを、ちょっと提言とし

ては、やはり入れておいたほうがいいのかなと。恐らく、それを一番担っているのは中

間支援組織かなというふうに思っていますので、もう少しその記載を生かしたほうがい

いかなというふうに今改めて思っています。 

  もう一つ、タイトルの中で言うのであれば、多様な主体の協働に向けたというよりは、

多様な主体の協働による何とかの実現とか、何かその先の目標みたいなものが必要じゃ

ないかなと。協働することが目的ではなくて、大阪市をこんなまちにするとか、市民の

生活をこんなふうに変えていくというような目標があって、それを達成するために協働

が必要だというようなロジックにしないと、手段の目的化が起きてしまう可能性がある

かなというので、ちょっとその辺のタイトルは、逆に皆さんにもう少し御議論いただい

てもいいのかなというふうに思いました。以上です。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  また、後ほど中間支援の位置づけ等は改めて議論の要るところです。 

  じゃあ、前川委員、よろしくお願いします。 

 

○前川委員 

  マンダムの前川でございます。よろしくお願いいたします。 

  提言書を見せていただいたんですけど、内容的にすごくよくまとめられているという

のが素朴な印象です。   

  ただ、内容的にすごく充実していると思う反面、地域活動を推進していく上では、パ
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ブリックコメント等を通した提言であっても、実際に活動される方にとっては、少し難

しいものとなっているのではないかという印象がございます。 

  実際の活動に繋げるには、ハードルを下げるという事が重要であると思われ、表現に

おいて、ご意見にありましたように、最初のタイトルの部分に「みんなの」というよう

な少し易しい言葉を加味することにより、自分ごととしてイメージできる形としてはど

うかと思われます。また、少し企業的な見方となり申し訳ありませんが、課題と現状で

の取組、結果という事例を記載するだけでなく、ご意見にありましたように、事例を受

けて、提言の活用・展開に向けて、同様の取組みに対しての具体策を提案する形で記載

できればいいのではないかと思われます。例えば、「連携協働に向けた支援策」として、

五つの段階に分けられておりますが、内容的には、発信する観点が中心となっておりま

すので、双方向でコニュニケーションが、リアルのみではなく、より簡便なバーチャル

でもとれるようなクラウドシステムの導入、クラウドサーバーの制作等、もう一歩具体

策に落とし込めるような提案が加味されれば、より活用される提言になるのではという

印象を受けました。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  それじゃあ、久木委員、よろしくお願いします。 

 

○久木委員 

  今回について、地域におけるネットワーク形成のあり方って、ここはかなり踏み込ん

で出していただいたかなというふうに感じます。先ほど、豊嶋委員からも言われたんで

すけど、我々、地域で活動している者から見れば、非常に課題が多いわけですよね。 

  課題が多いんですけど、実際にじゃあ、我々のところは別にしても、実際に地域活動

協議会って、地域の主体になっているのかという、そこからまず入っていかないかんよ

うな状況もあるわけですよね。 

  そうした場合、やはり、地域活動協議会というのは地縁から成り立っている組織とい

うことで、非常にそうした地域で活動しやすい、受け入れやすい、そういう側面がある

と思うんですよね。そこに、新たにＮＰＯ、あるいは企業、あるいは団体、各種団体が

入ってくると、ひょっとしたら、これ化ける可能性もあるんです。反対に化けていく可

能性のある側面も実はあるわけですよね。 

  そうすると、今回いろいろな支援策、いろいろな方向性を出していただいているんで

すけど、これ、例えば、支援するほうにこれを全部やれって、できるんでしょうかね。 

  やはり、これ、絞り込んで、あるいは、自分たちがやることも絞り込む、受け入れる

ほうも主体を絞り込んでおろしていかないと、多分、これだけのことを全部やってくだ

さいよっていったら、それは無理な話なんだろうと思うんです。そうするとやっぱり、

今ある、せっかくある、現状ある地域活動協議会、この組織自体を強化していく、これ、

一番早い方法だと思うんです。 

  その組織を今、出していただいているこういう支援策にのっとって、どういう形でそ
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の組織を支援するのかではなく、こういう形で組織を支援しようよと。そうした課題を

整理していただいて、そうした方向性を出していただくと、我々、現場で動いている者

も非常に動きやすくなる、先が見やすい。 

  あと、中間支援組織もそうなんですけど、中間支援組織も実は方向性がわからなく、

要は地域のお助けしかできていない中間支援組織も、実はいっぱいあるわけですよね。

そうすると、やはり、この提言というのは、中間支援組織に対しても、一定の方向性を

出していってあげるような提言にしていただければ非常にありがたいということで、今、

言った意見は多分、私ども、地域でやっている者としては、同じような意見ではないの

かなというふうに考えております。ありがとうございます。 

 

○新川会長 

  どうもありがとうございました。 

  中間支援組織、それから、地活協を含めた地縁の組織がもう一歩、具体的に動いてい

ける、そういう強化策、そういう方向づけ、そのあたりをまた、後ほど、いろいろ御意

見いただければと思います。 

  それじゃあ、増田委員よろしくお願いします。 

 

○増田委員 

  増田です。よろしくお願いします。 

  部会の皆さん、本当にこんなにすばらしくまとめていただいて、もう感謝の言葉です。

ありがとうございました。 

  すごくいいなって思うのが、「連携協働に向けた支援策」というのが五つに分かれて

いてわかりやすいし、それに対しての必要な環境とか要因というのも分かれているので、

読みやすいかなというふうに思いました。 

  ただ、一つ、担い手不足というところで、利用者が支援者に移っていくというケース

というのは、私はとても大事な視点じゃないかなっていうふうに思っているんです。何

かそういうエッセンスを、ア、イ、ウ、エ、オ、カのところとかに何かの文章で、どこ

か入ったらいいなというふうに思っているんです。 

  というのは、いろいろな行事とかイベントをしたときに、参加者として参加するとい

うところが、まず最初の一歩で、次のステージに進むためには、ちょっとお手伝いでき

ませんかというようにして、だんだんに市民活動に移っていくというのは、入り口とし

て、その知り合いに誘われるというところにつながっていくんじゃないかなって思うの

で、そういうエッセンスが入るとわかりやすいかなっていうふうに思いました。以上で

す。 

 

○新川会長 

  はい、ありがとうございました。 

  担い手不足が利用者によって補われていくというときに、集いに参加して、そこから

少しずつ、まあ言ってみれば、お客さんから実際に活動をするメンバーに、そして、そ
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れも周辺に、周りにいて手伝っているのが、いつの間にか真ん中に、活動の中心に移っ

てくると、そんなイメージですよね。そういうプロセスを上手に書き込めるといいかも

しれませんね。 

 

○永井会長代理 

  そうですね。おっしゃるとおりですね。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  いろいろと御意見いただきました。ほかの方の御意見を聞きながら、こんなところも

あるよ、また言い忘れたところなど、いろいろおありかと思います。ここからはもう、

御自由に御発言をいただければと思います。ぜひ、たくさんの御意見をいただけばと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  どこからでも結構です。今後、取り組むべき課題、支援策ということでお願いはしま

したけれど、それ以外のところでも、もちろんかまいません。全体のまとめ方や表題の

こともありますので、そこもよろしくお願いします。 

  はい、どうぞ。増田委員。お願いします。 

 

○増田委員 

  すみません。それでは、先ほどの続きの具体的なアイデアのほうをお話ししてもよろ

しいでしょうか。お願いします。 

  実は、エピソードなんですけれども、こども０円食堂があって、こども０円食堂をし

たいという思いのある方は、まず、こども０円食堂に来てみて、そこでボランティアを

してみて、そこでノウハウをもらって、自分のところでこども０円食堂を始めたという

話があったんですね。 

  実は、その方は、外国籍の方で、なかなか地域の中にも知り合いがいなかったんです

けれども、すごく勇気を持って飛び込んできてくれて、そこでするようになったという

ことがあったんです。 

  そしたら今度は、区役所のほうで、子育て支援窓口のところで、結構、外国籍の方が

来て、パンフレットとかそういうものが読みづらいというようなことを聞いて、今度は

その方が、じゃあ、私がつくりますって言って、何カ国かの掲示物をつくってくださっ

たそうなんですね。 

  そういった感じで、自分がやりたいと思うことで飛び込んで、今度は自分ができるこ

との市民活動につながっているというようなケースがあって、こういうケースはすごく

理想かなというふうに思っているんです。 

  そういった取組の中で、淀川区の中では、子どもの居場所っていうようなものを、い

ろんな人たちがつくった後で、そのネットワークをつくったんです。なので、そういっ

た形で、地域におけるネットワークの形成のあり方というところで、まず、かなめとな

る団体ありきではない場合でも、ネットワーク機能というのは、実は形成しやすいのか
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なというふうに思うんです。 

  それが、実はその担い手になる、利用者が支援者に変わるというケースが、例えば、

子育てに関しては、つどいの広場というところでは、結構、多く聞くんです。利用者で

来ていたんだけれども、自分の子育てが終わったから、今度は支援者になりますという

ケースを聞くんですけれども、地域の子育てサロンでは、なかなかそのケースを聞かな

いんですね。 

  それが、何て言うんでしょう、来ている人が違うのか、それとも、している人、そこ

を主催している側に、担い手になるという気持ちが強過ぎてしまう。強過ぎてしまって、

自分が担い手を探すということを忘れてしまいがちになるのかなというふうに思った

んです。 

  例えば、子育てサロンネットワークであるとか、地域のふれあい喫茶のネットワーク

というものが今ベースとしてあって、でも、そこっていうのは、本当にみんなが相談を

し合うことも、どうやって運営をしていこうとか、そういったことに限られてしまって、

新しい人を入れていこうとか、今来ている人たちに手伝ってもらおうとかっていうよう

な、ちょっとゆるい、ハードルを低くするような取組を、しないというのではなくて、

気がついてないんじゃないかなと思うので、そういうことも気づくような、そういう呼

びかけがあったらいいなというふうに思いました。以上です。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  そうなんですよ。大事ですよね。どうしても、自分たちの活動や施設の運営をしてい

ると、そこでするサービスに一生懸命になってしまっていて、実は、いらっしゃる方を、

単に自分たちのお客さんだと思ってしまうみたいなところがあって、そうすると、実は、

おっしゃっていたとおり、利用者から担い手にという、そういう転換が非常に起こりに

くい。それは両方ともがそういうふうに感じ取れないということがあって、そういうと

ころを、僕ら本当は、せっかくの市民活動ですから、みんな同じ市民として、一緒につ

くっていくというような、そういうところがもっと目に見えて、それぞれの場に実現で

きてると、随分違ってくるかもしれませんね。難しいですけどね。なかなか、それぞれ

に一生懸命やっている方たくさんいらっしゃることもあります。 

  はい、どうもありがとうございました。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  関連してでも結構ですし、今の増田委員のように、よい例が、本当に参考になる例が

あれば、どんどん出していただければと思います。よろしくお願いします。 

  どうぞ、川口委員、お願いします。 

 

○川口委員 

  すみません。質問なんですけど、今後のスケジュールが次、議題であると思うんです

けど、今後、パブリックコメントって、さっきおっしゃっていただいたとおり、大阪市

のホームページにこのＰＤＦがリンク張られるようなイメージなんですかね。 
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○新川会長 

  じゃあ、事務局のほうから。はい、どうぞ。 

 

○出水課長 

  報道発表をした上で、大阪市のホームページのほうに、このファイルが載っていく。

合わせて、関係部署にも冊子の形で配架しまして、例えば、区役所を訪れた皆さんが見

られるような形であるとか、市民局に来られた方がそれを手にとって見られるというよ

うな形をとっていくということで思っています。 

 

○新川会長 

  区役所の窓口には、これが置かれるというイメージでいいんですか。 

 

○出水課長 

  はい、置かれます。 

 

○川口委員 

  どんな方が見ていただくイメージというか、市民の方に広く見ていただくと。 

 

○出水課長 

  広く見ていただくというのが趣旨になります。だから、あとは、実際やり方のところ

で、具体的に見てほしい方に見てくださいってＰＲをするというのも一つの手かなとは

思うんですけれど、それは、こちら主催者側のやり方になってくるかなと思います。 

 

○川口委員 

  それで何か市民の方から御意見が寄せられるという感じですか。 

 

○出水課長 

  市民の皆さんから思うことを、関係ないことも含めて、いっぱい寄せられてきまして、

それに対する大阪市の考え方を示して、それもオープンにすると。で、生かすものは、

文言の追加であるとか、修正に生かすところは生かしていく、そういう流れになります。 

 

○川口委員 

  ありがとうございます。 

  そうですね。委員でありながらも、ちょっとこれ読むの結構大変だなって、文字ばか

りで、ちょっとあれなんで、絵とか写真とかあればいいなと思いました。 

 

○新川会長 

  本当ですね。 
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○川口委員 

  ちょっと予算が必要ですかね。 

 

○新川会長 

  ありがとうございます。 

  はい、どうぞ。 

 

○古崎委員 

  ちょっと予算をかけずにやれる範囲で思いつくことで、絶対やめてほしいのは、この

ＰＤＦを一個でがさっと置くのは絶対やめてほしくて、資料１と２は分けられると思う

んですけど、多分、一番コメントが欲しいのは、資料２のⅣのところですね、恐らく。

なので、例えば、資料２は、ⅠとⅡ、Ⅲ、ⅣでちゃんとＰＤＦを分けて、Ⅳだけダウン

ロードできるようにするとか、あとすみません、これ内容のほうなんですが、多分、資

料２の本編のほうの一番最初に半ページくらいでいいので、Ⅳ章がどういう位置づけで、

特にⅣ章、この辺のところが云々というようなリード文があればいいと思いました。 

 

○永井会長代理 

  見どころみたいなものですか。 

 

○古崎委員 

  はい。 

  というのが、今ちょっとお話しいただいた内容を市民の方向けに書いたものがあるだ

けで、違うと思います。 

 

○永井会長代理 

  見どころが。 

 

○古崎委員 

  そうです。多分、今のままだと、ぱっとめくっていったり、全量のデータが、がっと

来て、そこで読むのになえてしまう可能性があるので、ちょっとその辺の工夫が少しあ

ればいいかなというのと、あと、資料１の抜粋編は、これはＰＤＦでアップされると思

うんですけど、できれば、パブコメのページのところに、ここは画像で見られるように

しておくだけで、全体、こんなことを言っているんだというのが見えるので、ＰＤＦの

リンクがあるというくらいの、ちょっとした工夫をするだけで、大分、読むときに変わ

るんじゃないかなと思います。 

 

○永井会長代理 

  概要版の知る機会とかやったら、ＰＤＦなんでね。 
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○古崎委員 

  そうなんです。ＰＤＦからもリンク張れる。 

 

○永井会長代理 

  いけますかね。 

 

○古崎委員 

  けど、概要、ワードで多分つくってますよね。 

 

○永井会長代理 

  これ、そうなんです。 

 

○古崎委員 

  ワードでつくっているところの、１、２、３、この概要１、２、３、４、四角ごとに

画像にして、このページを並べて埋め込むだけでも、何かイメージ的に、いきなり文字

だけあって、ＰＤＦで一応、概要版、詳細版とあって、概要版をクリックしてくれる人

の数が変わると思うんですよ。 

  すみません、意味は伝わりましたか。 

  なので、資料１に関しては、何かちょっとだけ職員の方で、スキルのある方が画像に

して、何かいいあんばいのパステル調の画像か何かにして、ホームページに埋め込むと

いきなり文字だけでいくよりも、大分ましになるんじゃないかという、すみません、す

ごい細かい話で恐縮なんですが。 

 

○岩永課長代理 

  １面目に出るようにですか。 

 

○古崎委員 

  そうですね。はい。もう開かなくても、このイメージがそのページで見られると、大

分、中身を見ようという気になるので。 

 

○新川会長 

  できれば、そこにこういう文字っぽいのではなくて、もうちょっと目にきれいにとい

うことですね。 

 

○古崎委員 

  そうですね。はい。 

 

○新川会長 
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  合わせて、できればボタンを埋め込んでいただいて、ここ見たいなって思うところを

押せば飛んでいけるようになるといいねということもありますね。 

 

○古崎委員 

  資料１をとにかく目次としてうまく使えば、大分、見てくれる人がふえると思うので。 

 

○出水課長 

  わかりました。そこはできるところはしっかりとさせていただいて、やっていきたい

と思います。ありがとうございます。 

 

○新川会長 

  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

○永井会長代理 

  そうですよね。見ていただいて、地域活動なさっている方や、市民活動をなさってい

る方や、企業や、つながりたい大学の方たちに見ていただいて、意見が寄せられて、使

われていくということですものね。 

  そこも、ちょっとチャレンジ、頑張りましょうか。はい、ありがとうございます。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

 

○永井会長代理 

  結構、ここに行き着くところで、ちょっと力を使った感じなんですけど、やっぱり見

るのに、文字だけっていうのとかは厳しくて、図だとか、イメージ図とか、関係図だと

かって、実は事務局とは話をしていたんです。でも、ちょっと今日にたどり着けずとい

う感じではありまして。 

 

○新川会長 

  若干、力尽きたという感じですよね。 

 

○永井会長代理 

  ええ。でもね、読んでもらわないと意味ないというのは、ずっと言ってきていたんで

す。部会でも。使ってもらわないと、ということもあって、説明はしなかったですけど、

チェックリストみたいな形で抜き出してみたりとか、ちょっとはしています。 

 

○新川会長 

  ああ、どうぞ。中川委員、よろしくお願いします。 
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○中川委員 

  今、永井部会長のほうから、チェックシートの話がありましたが、それは、資料２の

61ページの両面に掲載されているものです。私は、このチェックシートに提言全体のこ

とが凝縮して簡潔に載せられているんではないかというふうに捉えています。ここに書

いてあること、全てに丸をつけるようになるには相当の時間が必要かと思いますけれど

も、それぞれの項目の、たとえ一つでもできれば、ほかのことも相まってできてくるよ

うな、そんな内容じゃないかと思っています。 

  中間支援組織の話もありましたけれども、そういう応援をする立場の者も、一遍に全

てやろうと思ったら、相手に負担感とか、やらされ感とか、そういうのが出てくるよう

な気がしますので、段階を踏まえて支援ができるようにやっていければいいかと思いま

す。 

 

○新川会長 

  ありがとうございます。このチェックシート、よくできてますよね。苦労なさったで 

しょうけど。 

 

○永井会長代理 

  そう。誰に使ってもらおうか。やっぱり、現場の団体のリーダーの方と言いながらも、

ちょっと言葉が難しいかな、どうだろう、いや、むしろこれ、支援者の人も、これを見

ながら、寄り添い型とか、そういうふうに使ってもらうこともできそうだな、なんて、

ちょっとシミュレーションはしていたんですけどね。 

  これ、できるかどうかわからないんですけど、私は何か仕事をふやしてどうなのかと

思いますが、チェックシートって、見やすいじゃないですか。だから、概要版とかが見

やすくって、ここで何か、印象というか、読んでみてと思ったときに、よく索引じゃな

いですけども、この例えばチェックシートの「取組を活性化させるためには」、一つ目

「・丁寧なニーズ調査を行っており、ニーズに合った取組内容になっていますか」とい

うところを、何ページあたりにそれのヒントが埋め込まれているのかと、いわゆる索引

というか、何ページ、何ページ、何ページって、多分、何個も並ぶんだと思うんですけ

れどね。そんなふうな工夫というか、見てもらいやすい工夫も要るのかもしれませんね。 

  今、これ、力尽きてますけど、これを使っていくときに、この分厚い提言の中のどの

あたりに重点的にその提案が書かれているかとなったら、全部読み通さなくても、きっ

とよくて、そこの部分を読んで、使えると思って、現場に生かしてくださるといいとい

う趣旨があるので、そんなことを思いついてしまいました。仕事をふやすようですが、

自ら。 

 

○新川会長 

  これはもう諦めてる場合ではなくて、チェックシートと、それから提言の具体的な支

援策については、それぞれから提言内容のページに飛べるように、工夫をよろしくお願

いしたいと思います。 
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○永井会長代理 

  はい。 

 

○新川会長 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  はい、どうぞ。生田委員。 

 

○生田委員 

  チェックシートについて、先ほどの久木委員のお話と関係があるんですが、チェック

シート１枚目のほうは、例えば、地縁型の地活協の方が１枚目を見て、うちはこんなも

のやなとチェックされていいと思うんですけど、62ページのほうを見ると、解決できな

い課題が発生したときには連携協働が必ず必要だというふうに、読みようによってはと

れるんですよね。 

  先ほど久木委員の話にもあったように、この提言書自体が多様な主体の協働重視とな

っているので、多様な主体の協働が必要だと、課題解決にも必要だという大前提はある

んですが、ただ、団体によっては、確かに地縁型の地活協で、そこが力をつけてという

か、活発化して、解決できるという場合もあると。協働が必ずしも、絶対必要というよ

うなこともないと思うので、ちょっとこの書き方を、62ページの一番上ですね。「解決

できない課題には、連携協働はいいんですよ」という表現にしていけばいいと思います。

解決できない課題が発生したときには、連携協働以外にも、何か別の言い方があればい

いかなと思いました。 

  先ほど、久木委員の御指摘も、なるほどなということで、少しその辺は部会の中でも、

議論が余りなかったかもしれないなと思っております。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  そうですね、少し、62ページの一番上のところの「解決できない課題が発生した時に

は」という言い方自体、むしろ、連携協働を既に進めておられるという実態、あるいは、

そうした活動があるような場合も含めて、その中で、連携協働ということをきちんと意

識をして、進めているかといったような、そういう問いかけは意味があると思いますの

で、そうした読み方ができるように、ちょっと表現を工夫させていただければと思いま

す。 

  全体には、余りこういう言い方は好きではないんですが、ＮＰＯ型とそれから地縁型

というふうに分ける方がいらっしゃいますが、私は分ける必要はないと思っているんで

すけれども、どちらでも、使えると思います。それから、現に事業をやっておられると

ころでも、特定の事業をやっておられるところでも、あるいはそうでないところ、そう

いう団体の応援やネットワークの組織についても、その両方に通用するようなチェック

リストかなというふうには思っております。ですので、そこはそんなにポイントは外れ
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てないかなという感じはしております。 

  どうぞ、関連してでも、そのほかでも結構ですが、よろしくお願いします。 

  はい、どうぞ。前川委員、お願いします。 

 

○前川委員 

  今、いろいろお話を聞いていて思ったことなんですけれども、この提言書の後ろにチ

ェックシートがついているということは、提言内容を具体化していけば、このチェック

シートでの項目が上がるということになるわけですよね。 

 

○新川会長 

  そういうイメージです。 

 

○前川委員 

  そうした場合、提言書の内容は、先ほどからお話のありました、概要版で使われてい

る言葉と、チェックシートの言葉をもう少しリンクさせたほうがわかりやすいのかなと

いうふうには思いました。 

  例えば、組織を活性化させるためにというところで、ここの概要版の裏面のほうで、

市民活動の充実に向けた課題の下に、活動の活性化に向けた支援策という書き方の部分

を、活性化させるためにはこういうことができていますか、それをもっと高めるには、

そういう支援策がありますよというのがつながって見えるような形にしたほうが、より

使いやすいのかなというふうに感じました。以上です。 

 

○新川会長 

  ありがとうございました。 

  どんどん大変になってきますけど。 

 

○永井会長代理 

  いいものに向けて。 

 

○新川会長 

  はい。頑張りましょう。 

 

 

○永井会長代理 

  ありがとうございます。よりいいものになっていくための御意見をたくさんいただけ

ていると思っておりまして、もしかしたら、事務局はちょっと冷や汗も出ているかもし

れませんが、いいものに仕上げていけるように頑張りたいと思って、聞いております。 

  その中で、前半に前川委員がおっしゃってくださった、確かに、具体策の、例えば、

ほんの少しの具体策でも入れられたらいいねというところなんですけれども、そう思い
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つつも、ちょっとそこまで十分議論がいききらず、ここはどう考えましょうね。 

  支援策といって、提言の内容によっては、これをやらないといけないと明確に書いて

いくやり方もあるとは思うんですが、今、ちょっとそこまで絞り込んではいないじゃな

いですか。 

  これを読まれた方に、自由な発想のもとでやってもらうというようなタイプのものに、

今、なっているんですけども、具体策を少し、例えばというか、ほんの少しでも何か、

ちょっと入れたほうがいいという意見はどういうふうに扱えるかなと思って聞いてお

ったところなんです。 

 

○新川会長 

  全部が全部は難しいかもしれません。 

  全ての支援策について、それを具体的にこんな形でならできるんじゃないですかとい

うことを、きちんと網羅的に書いていくのは、これはやっぱり大変だろうと思います。 

  最初のほうで、生田委員から、あるいは、何人かの委員の方からもありましたけれど

も、本当に見せ方として、少しモデル的に、あるいは、お勧めモデルみたいなものとい

う話を豊嶋委員とかからもいただいたんですが、むしろそういう幾つか、三つでも、四

つでもいいんですが、ちょっとだけパターンをつくってみられてはどうかというふうに

思います。 

  そして、本当にちょっとかかわってきた人たちに、じゃあ次のステップとして、どん

なところに目をつけたら活動がちょっと活発になりますよという気付きがある、そうい

う支援策の具体化の一歩のようなところを、モデル的に幾つか書いてお示しをするとい

う役割を果たせるといいと思います。そういうある種のこんな取組方がありますよ、参

考事例集、参考になるやり方、そのモデルみたいなのが出てくるのも、支援策の示し方

の手としてはあるかなというふうに思います。そこは組み合わせとしてですね。 

 

○永井会長代理 

  組み合わせみたいなものとかの提案とか、こういう状況ならば、これとこれとこれ、

組み合わせて、こんなふうにやってみるというようなことですかね。 

  全部やれって言っているんじゃないよということも、それで示せるということですね。 

 

○新川会長 

  逆に、こういう選び方がありますよねというふうに、私たちのこういう状況で考える

と、それこそ、さっき増田委員からありましたけれども、こども０円食堂を運営してい

てこまってる、あるいは、そのこども０円食堂をぜひやりたい、必要だよねと思ってい

る方が、じゃあ、どんなふうに取り組んだらいいのって、やっているところに、まずは、

お手伝いに行ってみませんかとか、そこで仲間をつくりませんか、そのときにどんなや

り方、どんな話しかけをしたらいいんでしょうねとか、あるいは、区役所に相談に行く

としたら、どういうふうに行ったらいいんでしょうねとかっていうのが出てくると、ひ

ょっとすると参考になるかもしれない。今の例がいいかどうかはわかりませんが。 



 

27 

 

  はい、どうぞ。豊嶋委員。 

 

○豊嶋委員 

  すみません、ちょっとさらにお仕事がふえるかもしれないんですけれども、これを見

たときに、例えば、クリックして、その活動に取り組んでいるところの、例えば、生田

委員のところだったら、地域で防災訓練にかかわっていらっしゃる、そのページに飛べ

るとか、あと、こども０円食堂がブログを開設していたら、例としてこんなところがあ

りますよって、そのブログに飛べるとか、地域活動協議会でも、うちはブログをつくっ

ているんですけれど、そういうところに飛べるとか、ここではこんなことをしているん

だって、じゃあ、ちょっとのぞいてみようかなっていう人も、そこで拾い出せるかなっ

て思うので、できたら、そういうリンクを張れるような形で、具体的な活動内容が目で

見えるような示し方はどうかなと。 

 

○新川会長 

  そうですね、ぜひ。 

  今回は事例集もつけていただいてますので、割りとそこはリンクがしやすいかもしれ

ませんね。 

 

○永井会長代理 

  パブコメのときは無理かもですけど、後ですかね、固まった後ですよね。使われるた

めにですよね。 

 

○新川会長 

  実際に使っていただくための工夫になりそうです。 

  古崎委員、じゃあ。 

 

○古崎委員 

  そういう技術的なところは聞いてくださったら、サポートは。 

 

○永井会長代理 

  聞きます。コストのこともね、あるみたいなんで。 

 

○出水課長 

  そもそも、これをつくってきている部会の中での議論のコンセプトのところでいきま

すと、この文言編のところは、こういった議論も踏まえて、しっかりと固めていこうと

考えています。それ以外の取組の事例であるとか、先ほどのチェックリストであるとか、

いかに我々の職員もそうですし、地域の皆さん、あるいは活動されている皆さんにどう

やって見ていただいて、どうやって活用していただくかというところに重きを置いてや

っていこうということで、随時グレードアップ、バージョンアップをしていこうという
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ことなので、今、いろいろ御意見いただいていること、一遍にはちょっと無理かもしれ

ませんけど、そこは事務局としてはしっかりと把握した上で、できることをしっかりや

っていきたいと思いますので、その辺は御了承いただきたいと思います。 

 

○新川会長 

  はい、どうぞ。 

 

○古崎委員 

  先ほどの具体的な話なんですが、ちょっと先ほどお話しされていたような、幾つかの

組み合わせでモデルケースを出すというやり方と、51ページとかに、囲み記事で、顔見

知りをつくるきっかけとなるイベントの例というような、これ、具体事例の一部だと思

うんですけれども、そういう全部も網羅したものは大変でも、こういう囲み記事で事例

を二、三個挙げるというのであれば、ちょっと楽になって、かつ、読みながら、もやっ

としたものがこんな事例があるんだってわかりやすいので、そういうやり方もあるんじ

ゃないかと思いました。 

 

○永井会長代理 

  そうですね、はい。 

 

○新川会長 

  ちょっとした例に、すぐ行き着けるようにしておいてあげると、この報告そのものも

具体的なイメージを持って読んでいただきやすいということになると思いますね。 

もうちょっとふやしてもいいですね。 

 

○永井会長代理 

  ふやしてもいいのかもしれませんね。 

  それなら、素材はこれまでたくさんあったので。ちょっと全部には、２カ所くらいし

かつけてないんですよね、この例のところはね。  

そこに何かね、前川委員おっしゃっていたようなクラウドバーチャル双方向とかね、

差し込んでみたりとか、いいですね。 

 

○新川会長 

  双方向はちょっとなかなか。ちょっとしんどいかもしれません。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  どうぞ、前川委員。 

 

○前川委員 

 今おしゃっておられるような形で、作成された資料が全て生かせると思われます。例

えば、具体的事例として、このようにやってみれば、どのようになるのかを載せる際に、
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組織運営のスキル不足では、このチェックリストを活用すれば、組織運営上の課題の見

える化が図れる、また、連携強化に向けた支援策の五つの部分では、参考資料としてま

とめられている内容から、知る機会をつくっていかれた際の成功事例が参考となるとい

うように繋げれば、より具体策に繋がってくるかと思われます。ここまでまとめて頂い

た内容には、具体策にそのまま活用できるすごくいい事例が多数ありますので、フラグ

等をつけることにより、繋がりが見えるようにすれば、あえて、無理につくらなくても、

おしゃられているように、少しコメントを追加し、リンクさせるような形式ができれば、

具体策に繋がるのではと思われます。 

 

○永井会長代理 

  調査した事例とのひもづけとか、もっとわかりやすく。 

 

○前川委員 

  すごく成功しているいい事例がたくさんありますので。 

 

○永井会長代理 

  はい。 

  堀野委員がタイトルのことを言ってくださっていて、それについての話ができたらと

思っております。 

  多様な主体の協働によるなんとかのところが、何かめざす方向性とか、ビジョンみた

いなものの言葉が合うのかなという御意見と、前川委員が、自分ごとで捉えられる何か、

「みんなの」みたいなタイトルが入ったら、みんなの手がかりとか、何かそういうよう

な採用の仕方もあるかもですが、このあたりですよね。 

  ちょっと言葉が長くなるし、適切かどうかの御意見を、むしろいただきたいですけど、

この堀野委員の意見を聞いて、初めにのところの末尾に、「大阪市における、より豊か

で、より活力に溢れた地域社会づくり、地域コミュニティの形成に資することを願い提

言を行うものです。」について、この中の何か、より活力溢れた地域社会づくりとかが、

多様な主体の協働で何をつくりたいのといったら、こういう地域社会づくりということ

なんだろうとは思うんですけどね。言葉、易しくなるかというか、ちょっと硬いですか

ね。まず、このあたりを御意見を、どう扱わせていただこうかなと思って考えておりま

した。 

  会長、どう思われますか。 

 

○新川会長 

  提言の主文のほうですが、確かに協働に向けたということだけですと、協働が目的み

たいに見えますけど、本当は大阪のみんなが暮らしやすい、そういう地域を一緒につく

っていく、そういう目標に向けて、必要なのがこの多様な主体の協働ということだとい

う、こういう位置づけだと思いますので、みんなの地域づくりのための多様な主体の協

働、その提言というふうな内容になるのでないかなというふうには思っています。 
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  もちろん、余り長いのもわかりにくかったり、格好が悪かったりするので、何をどう

削って副題に移すかは、またちょっと、工夫ができればというふうに思います。 

  多様な主体の協働を通じて、大阪のもっとすばらしい地域社会づくりをしていきまし

ょう、そういう提言ですということを明確にしていくという方法もありますし、最初に

「みんなの地域づくり」、「大阪の地域づくり」、「よりよい地域づくりのための協働

提言」ということでもいいと思いますけど、ここは順番はまた、言葉の使い方とか、納

まり方ということで考えてみたいと思います。 

 

○永井会長代理 

  ありがとうございます。 

 

○新川会長 

  何かいいアイデアがあれば、皆さん方からいただければと思います。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  大体いいでしょうかね。 

  いろいろと御意見をいただきました。全体的には、タイトルのところで、やはり、協

働を通じて、これからの本当にみんながしあわせだなというふうに思ってもらえるよう

な、そういう大阪の地域づくりというのをしていくんだということ、このあたりを具体

的な手段としては、多様な主体の協働ということでいいんだろうと思いますけれども、

このあたりをもう提言の主体として掲げるべきではないかということで、御意見をいた

だきました。 

  それから、この提言の案そのもの、まだ今は素案の段階で、パブリックコメントもこ

の文章が多いタイプでいくしかないかなと思っておりますが、本当にこの提言が使える

提言になっていくためには、やはり、ここで提言をされているさまざまな支援や、ある

いは、さまざまな方向というのが、その次のステップとして、具体的にどんなやり方が、

そこにあって、こんなやり方なら自分たちもできるよねというふうに、見た方にわかっ

てもらえるような、そういう提言じゃないと意味ないでしょうということをいただきま

した。 

  そのためには、やっぱり、そういう支援策を市民も行政も具体的に、どう実行してい

くのか、どう実現していくのか、そもそもその支援策はどんなところにそれがあるのか。

そういうものをモデル的にお見せするというようなものも必要がありますし、この支援

策、提言の中に、具体例をそれぞれリンクしたり、あるいは、埋め込んだりして、イメ

ージを持ってもらえるという、そういうやり方もあります。このあたりは、今後の活用

法ということで、ぜひ、考えていきたいですし、そういう情報技術というのを上手に使

って、最新データを恒にそこに埋め込んでいくような、そういうやり方もぜひ、考えて

みていただければというふうに思っています。 

  具体的なその提言の内容については、幾つかいただきましたけれども、やはり、実際

にこういう活動が活発になっていくためには、それぞれの活動団体の基盤のところをし

っかりしないといけないですし、その基盤を支える仕組みというのが必要だということ
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で、ここは改めて御議論いただきましたので、内容をまたチェックをしてみたいと思い

ます。けれども、特に、市民の活動がしばしば直面している、それこそ余りやりたくな

い事務仕事みたいなものをどうするかといったような、言ってみれば、本当は団体の基

盤を支えるという意味では重要な活動にはなるのですけれども、なかなか本来の事業と

はかけ離れる裏仕事になりますので、そういう間接事務的なところというのをどうする

かみたいな、そういう話も、恐らくありますし、また、そのための条件である場所の問

題だとか、その場を支えてくれるいろんな環境条件だとか、そういうものを本当に地域

の中できちんとどう維持をしていけるのか。 

  変な話ですけど、市役所がなくなったら、その次、それは誰がそこをどういうふうに

維持していけるのかというようなことまで、やっぱり僕ら、ちょっと考えたほうがいい

かなと思いますし、それを行政だけではなくて、市民も企業も、あるいは、そのほかの

いろんな団体もかかわって、一緒に考えていくというようなことも重要かもしれないな

というふうに思いながら、お話を聞いていました。このあたり、また今後の提言の内容

を詰めていくところで、具体的に考えていければと思っています。 

  それから、重要なこれからの支援策にかかわるところでは、やはり、中間支援という

ことのあり方や、その中間支援がもっと方向性を持って、かかわっていくような、そう

いうところをきちんと言っていかないといけないんじゃないか。 

  それは、もう一方では、地縁の団体についても、現場では頑張っていただくわけです

が、もう一方では、地縁の団体自体が実はこうした協働連携を担って地域で活躍してお

られるということがあるので、そういうところを地活協も含めて、きちんと位置づけを

考えていく必要があるのではないかということで御意見をいただきました。 

  このあたりは、少し一般的な表現になっているところが今回の提言ではありますので、

もうちょっとそこはそれとしていいのですけれども、むしろ、それぞれの活躍のフェー

ズとか、あるいは、その活躍の方法というのに即した内容というのを、少しつけ加える

可能性もあるのではないかということで御意見をいただいたかと思います。 

  それから、実際にこの支援策の中で、この支援策自体、もっともっとわかりやすく、

ハードルを下げて書けないかということもいただいております。このあたりは、どこま

でできるかわかりませんけれども、今後の課題ということで、取り組ませていただける

というふうに思っております。 

  それから、資料１でいただきましたような概要版、それから、本体、そして、チェッ

クシートというのがつきました。このあたりを上手に連動させるということも重要だと

いうことで、お話をいただきました。 

  こうした今回の報告を、どういうふうに上手に活用していくのかという、そういうと

ころ、最初にも申し上げましたが、その課題として、この中身、内容そのものもきちん

と連動するような、そういう内容にもう一度、精査をしていければというふうに思いま

すし、ページ数をつけるだけでも、随分違ってくるだろうということでお話をいただい

ておりました。 

  なお、この提言のスタンスとして、これは中川委員からも少しありましたけれども、

やっぱり、やらされ感というのでは物事は続きません。そして、増田委員からちょっと
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ありましたけど、やっぱりゆるいところでみんながつながっていくというところも大事

なので、そのあたりの自分たちが楽しみながら、あるいは、やりがいがあってやってい

るという、そういうところを大事にするような、そういう提言になっていけばいいなと

いうふうに改めて思いました。 

  ここは全体を通じてのトーンということもありますし、余りがちがちと、ぎしぎしと

こういうふうにやりましょうというのでは、やっぱり、市民の活動にならないかなとい

うところもありますので、そこは少し自分たち自身のやる気で、あるいは楽しんでやっ

ていけるような、そんな雰囲気というのをかもし出せればいいなというふうに改めて思

いながら、皆さんのお話を聞いていました。 

  このあたり、具体的にどこまでこの提言の中に組み込めるか、少しあやしいところも

ありますが、今日も長い時間を過ごしてきましたので、ここまでいただいた御意見、で

きるだけ提言の案に反映をした形で今後、部会長とも、事務局とも御相談をさせていた

だいて、案の確定をしていきたいというふうには思っております。 

  少しこの後、今後のスケジュールについて、お話を事務局のほうからいただきたいと

思っておりますけれども、まずは、ここまでのところで、何か各委員から、内容につい

て言い残したことというのがあればお伺いしておきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

  いいですか。 

  それじゃあ、恐縮ですが、事務局のほうから、少し今後のスケジュールについてのと

ころについてお話をいただいて、まとめ方について、考えていきたいというふうに思い

ます。 

  もちろん、提言の素案、これからのパブリックコメントに向けての内容の詰めは、先

ほど申し上げましたように、事務局と御相談させていただいて、会長代理に少し手を入

れていただいた形のものを、まずは、現段階では、パブリックコメント段階ですので、

私、会長のほうに最終確認をさせていただくということで、まず、一任をいただければ

と思いますが、そこはよろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○新川会長 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、そういう方針で、今後のスケジュールというのを事務局のほうからいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○岩永代理 

  それでは、資料４の市民活動推進審議会のスケジュールについてをご覧ください。 

  表の下から４段目の、11月のところが本日の第31回審議会となっております。 

  本日いただきました御意見を提言素案に反映し、提言案を確定しましたら、12月には

審議会による提言案のパブリックコメントを実施してまいります。まだ予定ではありま

すが、12月４日の月曜日から１月15日月曜日までの６週間、年末年始のお休みを挟んで、
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意見を受け付けることを予定しております。 

  １月末には、市民意見に対します対応を検討いただくために、第９回部会を開催いた

します。今、２月１日の開催の予定となっております。 

  そして、２月下旬ごろには、第32回審議会にて、大阪市に提言を頂戴してまいること

を予定しております。 

  本日の御意見を受けまして、今、新川会長から御説明いただいたんですけれども、修

正案のほう、部会長と検討させていただき、会長の御確認を得てまいります。 

  確定しました提言素案については、パブリックコメントの前には、委員の皆様に御報

告させていただくことを予定しております。ですので、引き続き、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  今後のスケジュールについては以上になります。 

 

○新川会長 

  どうもありがとうございました。 

  ただいまいただきましたように、これから事務局と部会長、そして、私の間で今日、

御審議をいただきました、御意見をいただきましたものを、まずは取りまとめをさせて

いただきたいというふうに思います。そして、この内容を一定、現段階では、私に御一

任ということにさせていただきたいというふうに思っています。 

  なお、今日も限られた時間で、しかも、大量な資料でございましたので、この内容に

ついて、もし、後で思いついた意見というのもきっとおありかと思いますので、それに

つきましては、恐縮ですが、余りパブリックコメントまで時間もないので、来週の初め、

13日月曜日くらいまでに事務局のほうにお寄せいただければ、それを踏まえて、部会長

とも相談をさせていただきたいというふうに思いますので、この点は一つよろしくお願

いいたします。 

  いろんな今日、言いそびれた、あるいは後で、あれはこうしたほうがいいよねという

ようなところ、必ず出てくると思いますので、日にちは限られますけれども、極力いろ

んな御意見をいただければ、それも提言に反映したいと思いますので、来週の初め、13

日月曜日くらいまでにいただければ、大変ありがたいということでございます。 

  それを踏まえまして、何とか今月中には、この提言の素案というものを固めてまいり

まして、パブリックコメントに付すことができるような、そういう案に固めてまいりた

いというふうに思います。 

  パブリックコメントに出す前には、委員の皆様方のところに最終、私のほうで確認を

したものをお届けさせていただくということにしたいというふうに思っておりますの

で、この点も御了承をいただければというふうに思います。 

  以上のようなスケジュールですが、何か各委員から、こうしたほうがいいよというよ

うな御意見、あるいは、今後の進め方についての御質問がありましたら、よろしくお願

いいたします。 

  いいですか。 

  それでは、先ほど事務局から御案内いただきましたように、まずは、今日いただきま
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した御意見を踏まえて、パブリックコメントに付す案、これを事務局と会長、会長代理、

部会長との間で詰めさせていただきます。それを来月、12月には当審議会による提言案

として、パブリックコメントに付させていただきます。12月から１月にかけてというこ

とでございました。 

  そのパブリックコメントを通じて、これもパブリックコメントのやり方によりますが、

ものによっては全く言ってくれないという、そういうのもありますし、場合によっては

同じようなコメントが全国から何百、何万と集まったようなケースもありますが、私ど

もの場合には、そういうことはないだろうと思います。むしろ、本当にこの問題に関心

を持ってくださる市民活動にかかわる皆様方からの貴重な御意見を期待をしていると

いうことで、パブリックコメントをしてねというお願いも、場合によっては皆様方の手

を通じて、しないといけないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いを

したいと思っています。 

  そのいただいたコメントについて、それを整理して、１月には市としての対応、それ

から、当審議会として、何をどう考慮したらいいのかということについて、まずは、２

月１日と先ほど聞きましたが、第９回の部会のほう、ワーキング部会のほうを開いてい

ただくという、こういう予定になります。 

  そして、そこで、部会での検討を経て、来年２月には当審議会としての提言というの

を固めてまいりたいと思います。そこで最終確定をして、そして、大阪市市長様に答申

を差し上げたい、そんなふうに考えておりますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○新川会長 

  それでは、以上のような手順で進めさせていただきたいと思います。ぜひ、来週まで

に皆様方からの御意見、期待をしておりますので、まずはそこから、その段階からよろ

しくお願いします。そして、来年２月に向けて、また、しっかりと市民活動の活発化と

いうことについて、頭のどこか片隅でしばらく考え続けていただければというふうに思

います。よろしくお願いします。 

  そのほか、事務局から何かございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、本日の予定の審議事項というのは以上にさせていただきます。 

  ほぼ予定どおり進めさせていただきました。御協力ありがとうございました。また、

本当にたくさんの御意見をいただきまして、提言案、中身がどんどん豊かになってくる

状況です。ということは、まとめるのが大変になってくるということを意味はしている

のですが、部会長、会長代理とともども、頑張ってまいりたいと思いますので、今後と

も、しっかりと御意見をいただいていければというふうに思っております。 

  それでは、本日の審議につきましては、熱心な審議にお礼を申し上げますとともに、

以上で閉じさせていただきます。事務局のほうに進行をお返しさせていただきます。 

 

○岩永課長代理 

  新川会長、ありがとうございました。 
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  次回審議会につきましては、２月下旬の開催予定となっております。後日、メールに

て、日程を調整させていただきますので、御協力くださいますようお願いいたします。 

  資料のほう、ピンク色の資料、緑色の資料、大きいものについては、机の上に置いて

お帰りください。 

  本日は、皆様長時間にわたり、御審議いただき、まことにありがとうございました。 

 

○新川会長 

  どうも、御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

閉会 午後４時21分 

 


